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多 度 津 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

 

 平成２９年２月１７日午前９時２５分より午前９時５０分、多度津町農業委員会の会

議を多度津町役場２階第一会議室において開催する。 

 その状況は次のとおり 

 

 

議案第１号   使用貸借解約通知について（報告） 

議案第２号   農地法第３条の規定による許可申請について 

     

議案第３号   農地法第４条の規定による許可申請について 

     

議案第４号   農地法第５条の規定による許可申請について 

     

議案第５号   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画の決定について 

議案第６号   農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項に基づく農用

地利用配分計画案に対する意見の決定について 

報告      その他 
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出 席 状 況 

出  席  委  員（２５名） 

議  長  秋 山 義 充 

職務代理者（２番）  斯 波 貞 和 

職務代理者（３番）  長 目 俊 彦 

４番委員  谷 口 正 則 

５番委員  亀 山  均 

６番委員  堀 家  徹 

７番委員  大 西 和 芳 

８番委員  村 井  登 

９番委員  山 地 正 夫 

１０番委員  松 岡 安 男 

１１番委員  香 川  篤 

１２番委員  大 谷 泰 則 

１３番委員  土 田 敏 雄 

１４番委員       三 野 敏 彦 

１５番委員  山 地 孝 雄 

１６番委員  塚 本 繁 造 

１７番委員        横 關 幹 夫 

１８番委員  矢 野 和 幸 

１９番委員       大 島  弘 

２０番委員  中 津 德 久 

２１番委員  山 﨑 義 行 

２２番委員  松 浦 俊 正 

２３番委員  籔  昌 子 

２４番委員  塩 入 達 彦 

２５番委員  篠 原 壽 雄 

 

 

欠  席  委  員（０名） 

 

農業委員会事務局職員 

         事務局長  谷口 賢司 

農地係長  吉田 清司 

         農地係   橋本 知子 
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事務局長 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、初めに秋山会長よりご挨拶申し上げます。 

 おはようございます。 

 もうだいぶなりました。立春も過ぎて、立春の後は何かこの寒さは余

寒というようでございますが、最近になりましては早咲きの桜とか、桜

の開花予想が出る時期になりました。時期的には、何かとももて祭とか

地域の活動もあるかと思いますが、委員の皆様方には何かとご多用の中、

ご出席いただきましてありがとうございます。特段、最近は県のほうも

一つ落ちついておるようで、改正農業委員会法、そこらも大体できつつ

７月に向けているようでございますが、ご案内のとおり農政情報等々で

ございますが、また協力しながら皆さんとやっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが開会いたしたいと思います。よろし

くご審議いただきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の農業委員会定例会の出欠でございます。本日は２５

名、全ての委員さんの出席を賜っております。そのため、多度津町農業

委員会規則第６条にございます過半数に達しておりますので、本会が成

立していることをご報告いたします。 

 それでは、議長の選出でございますが、多度津町農業委員会規則第４

条に、会長は議長となり議事を整理することになっておりますので、秋

山会長にお願いいたします。 

 それでは、例によりまして署名委員のほうでございますが、私のほう

で指名させていただきます。４番の谷口委員さん、５番の亀山委員さん、

よろしくお願いいたします。 

 それから、議案に入ります前に、昨日の小委員会の報告のほうを代表

者の方、よろしくお願いいたします。 

 昨日１６日の日にこの会場に集まりまして、議案について現地確認に

行ってまいりました。それに先立ちまして、昨日の秋山会長は所用があ

りまして休みということで、斯波副会長、長目副会長及び担当委員の松

岡、大谷、香川、それと事務局２名、谷口さんと橋本さんで現地確認に

行ってまいりました。現地確認に行きまして、議案第２号の２件、それ

から議案第３号１件、議案第４号４件について現地確認をしてまいりま

した結果、別にこれといった問題点は見当たりませんでした。あと、事

務局のほうから説明があるかと思いますので、皆さんで協議していただ

きたいと思います。 

 以上で終わります。 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、議案のほうに移らせていただきます。 

 議案第１号 使用貸借解約通知について。報告案件です、よろしくお

願いいたします。 

 議案書の１ページをごらんください。 

【議案第１号１番から４番について 議案書を基に朗読】 

 補足といたしまして、解約理由がその他となっている２番、４番につ

きましては、借受人はそのまま変わりませんが、農地機構を通じて借り

受けいたします。また、３番につきましては、次の議案第２号１番にあ

りますように、借受人が農地を取得予定です。 

以上です。 

 報告案件ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請につい

てを議題といたします。 

 議案書の２ページをごらんください。 

【議案第２号１番２番について 議案書を基に朗読】 

 以上２件は、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障は生じないと考えます。また、取得後の全ての農地を利用すること、

機械、労働力、技術、通作距離も近く、問題がないこと、農業委員会が

定める下限面積の３，０００平方メートルも、取得する農地を含めて超

えていることから、農地法第３条第２項各号の不許可には該当せず、許

可要件を全て満たしていると考えます。 

 以上です。 

 事務局の説明がございましたが、皆さんのほうからご意見、ご質問等

ございましたらご発言いただきたいと思います。 

 ３条ということで、特段ございませんか。 

（なし の声あり） 

 ないようでしたら、議案第２号を承認することにご異議ございません

か。 

（異議なし の声あり） 

 異議なしということで、議案第２号を承認といたします。 

 続きまして、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請につい

てを議題といたします。 

 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について。 

【議案第３号１番について 議案書を基に朗読】 

  番号１番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明しま
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

 農地の区分と目的につきましては、農業振興地域内の農用地でありま

したが、１２月に農振除外申請があり、県より異議なしとの回答を得て

いることから、第２種農地であると判断しております。転用理由として

は、太陽光パネル７２４．４８平米となっておりまして、まず農地の区

分と目的につきましては適当であると判断しております。その他の基準

についてですが、工事着工は平成２９年４月１日、工事完了が平成２９

年４月３０日の予定となっていますので、転用の確実性は認められます。

転用面積については、１，０００平米以下のため、開発許可の協議には

該当しておりません。今回の転用は集団農地を分断するものではないと

考えられ、また被害防除計画も適切であると考えられるため、周辺の農

地に支障はないことなどから許可要件を全て満たしていると考えており

ます。 

 以上です。 

 議案第３号、皆さんのほうからご意見等ございましたらお願いいたし

ます。特段ございませんか。 

（なし の声あり） 

 ないようでしたら、議案第３号を承認することにご異議ございません

か。 

（異議なし の声あり） 

 異議なしということで、議案第３号を承認といたします。 

 続きまして、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請につい

てを議題といたします。 

 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について。 

【議案第４号１番から４番について 議案書を基に朗読】 

 番号１番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明します。 

 農地の区分と目的につきましては、用途地域内であることから、第３

種農地であると判断しております。転用理由としては非農家住宅２階と

なっておりまして、まず農地の区分と目的につきましては適当であると

判断しております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は平成２９年４月１日、工事

完了は平成３０年１２月３１日の予定となっていますので、転用の確実

性は認められます。資金計画ですが、造成費、建築費等で２，４００万

円となっており、資金証明書を添付しております。転用面積については、

１，０００平米以下のため、開発許可の協議には該当しません。 

番号２番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明します。 
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 農地の区分と目的につきましては、用途地域内であることから、第３

種農地であると判断しております。転用理由としては、駐車場用地とな

っておりまして、まず農地の区分と目的につきましては適当であると判

断しております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は平成２９年４月１日、工事

完了が平成２９年１２月３１日の予定となっていますので、転用の確実

性は認められます。資金計画ですが、土地代、造成費で合計２，０００

万円となっており、資金証明書を添付しています。転用面積については、

１，０００平米以下のため、開発許可の協議には該当しません。 

 番号３番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明します。 

 農地の区分と目的につきましては、農業振興地域内の農用地でありま

したが、１２月に農振除外申請があり、県より異議なしとの回答を得て

いることから、第２種農地であると判断しております。転用理由として

は、分家住宅平家１棟となっておりまして、まず農地の区分と目的につ

きましては適当であると判断しております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は平成２９年４月１０日、工

事完了が平成３０年３月３１日の予定となっておりますので、転用の確

実性は認められます。資金計画ですが、造成費、建築費等で合計２，１

００万円となっており、資金証明書を添付しています。転用面積につい

ては、１，０００平米以下のため、開発許可の協議には該当しません。 

 番号４番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明します。 

 農地の区分と目的につきましては、用途地域内であることから、第３

種農地であると判断しています。転用理由としては、駐車場となってお

りまして、まず農地の区分と目的につきましては適当であると判断して

おります。 

 その他の基準についてですが、工事着工につきましては平成２４年６

月１日、工事完了が平成２４年６月３０日です。造成については既に完

了しており、無断転用の事案であるので、転用の確実性は認められ、ま

た付近の状況につきましても既に調整済みです。資金計画ですが、土地

代、造成費で合計２３０万円、また既に駐車場として利用しているので

資金証明書は添付していません。転用面積については、１，０００平米

以下のため、開発許可の協議には該当しません。 

 以上４件について、今回の転用は集団農地を分断するものではないと

考えられ、また被害防除計画も適切であると考えられるため、周辺の農

地に支障はないことなどから許可要件を全て満たしていると考えており

ます。 
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 以上です。 

 皆さんのほうから何かご意見、ご質問等ございましたら。 

 ございませんか。 

（なし の声あり） 

 特段ないようでございましたら、議案第４号を承認することにご異議

ございませんか。 

（異議なし の声あり） 

 なしということで、議案第４号を承認といたします。 

 続きまして、議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

 議案書の５ページをごらんください。 

 多度津町長より、農用地利用集積計画の決定を求められています。５

件の申請があり、全て使用貸借権による新規の設定になります。全部で

田７筆、合計面積４，５３０平方メートルになり、次の議案第６号の農

用地利用配分計画に関連しております。 

 以上です。 

 第６号と関連しとんで、一括にいきましょうかね。 

（異議なし の声あり） 

 そしたら、あわせまして議案第６号 農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１９条第２項に基づく農用地利用配分計画案に対する意見の決

定についてを議題といたします。 

 議案書の６ページをごらんください。 

 農業委員会において意見聴取することになっています。先ほどの議案

第５号で、香川県農地機構が借り受けした農地７筆、４，５３０平方メ

ートルのうち、２筆７４３平方メートルを●●●●さんに、２筆１，５

３９平方メートルを●●●●さんに、１筆６００平方メートルを●●●

●さんに、１筆１，２２９平方メートルを●●●●さんに、１筆４１９

平方メートルを●●●●さんに貸し付けいたします。 

 以上です。 

 議案第５号並びに議案第６号、あわせてご審議いただきたいと思いま

す。 

 何か皆さんのほうからご意見等ございましたらお願いいたします。 

（なし の声あり） 

 よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

特段ないようでございますので、議案第５号並びに議案第６号を承認



8 

 

 

 

 

事務局長 
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議長 

 

といたします。 

 続きまして、報告案件について、その他、事務局よろしくお願いいた

します。 

 事務局よりご報告いたします案件が４点ございます。 

 【その他４点について事務局より説明】 

 最後に、来月の予定についてお知らせいたします。 

 ３月の小委員会は、１６日木曜日の午前９時からこの第１会議室で行

います。当番委員さんは、１３番の土田委員さん、１４番の三野委員さ

ん、１５番の山地孝雄委員さんにお願いいたします。 

 定例会は、翌１７日、金曜日の午前９時３０分からこの第１会議室で

行います。署名委員さんは、堀家委員さん、大西委員さん、村井委員さ

んのうち２名の方にお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 以上でございます。 

 以上で議案、報告案件が終わったわけでございますが、全体を通しま

して皆さんのほうから何かございましたらお願いいたします。 

（なし の声あり） 

 特段ないようでございましたら、これで閉会いたしたいと思います。

どうも長時間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


